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フィリピンへの入国について
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＜フィリピンへの入国について＞
※最新情報は在フィリピン日本国大使館HPにてご確認ください。

 2023年7月21日以降、新型コロナウイルスワクチン接種有無にか
かわらず、これまで適用されていた水際措置は撤廃されました。

 日本国籍の方は、商用または観光目的であれば、フィリピンに入国
する際の査証は不要となり、最大で30日間フィリピンに滞在することが
できます。

 フィリピン渡航時にeTravelの事前登録が必要となります。出発前ま

でにオンラインにて個人情報・滞在先等を回答いただく必要があります
。

https://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html


フィリピン入国後について
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＜フィリピン入国後・日本への帰国について＞
 現在、フィリピン到着後のPCR検査や抗原検査、隔離や自主待機
措置は行われていません。入国後の国内移動も可能です。

 2023年4月29日以降、日本に入国する場合に有効なワクチン証
明書または出国前検査証明書の提示は不要となりました。

明治大学で一括して加入していただく海外旅行保険は、新型コロナウイルス感染の治
療費用、感染に伴う航空券の変更手数料または再購入費用、現地での追加宿泊費用
についてもカバーされています。


